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本研 究プ ロジェク トは、団塊世代の大量退職 、少子 高齢化 、教員 の年齢構成 の不

均 等 さ、地方公共 団体 の財政 問題 等の交錯 す るなかで、急激 に変化 しつ つあ る教員

採 用試 験 に焦点 を当ててい る。本研 究プ ロジェク トは、教員 採用試験 のあ るべ き姿

を導 き出すた めの基礎研究 で あ り、ケース スタデ ィであ る。 教員採用試験 は、各都

道府 県や政令指定都市 の教育委員 会が実施 してお り、本 プ ロジェク トの成果 を、特

に神奈川 県 の教員採用試験 のた めに生かせ る ことを 目標 としてい る。

プ ロジェク ト1年 目の2006年 度 は、資料 と先行研 究の収集 並び に採用試験 問題 の

分析 をす るこ とに よって、研 究の基本的 な枠組み をつ くるこ とが できた。

教員免 許 は国家 が認 めてい る資格 で はあるが、医師や公認 会計士 、弁護 士等 と異

な り、国家試 験 を受 け るわ けで もな く、 また、個人 で開業で きるわけで もない。 基

本 的 には学校 とい う組織 で働 くこ とに よって、 自分 の資格 を生かす ことがで きる と

い う特殊性 を もってい る。

公立学校 教員 にな ろ うとす る とき、教員免 許状 を取得 して(見 込 みで)、 教員i

用試 験 を受 ける ことにな る。 これ に合格 した ものが、次年度 の新規教員採用 の候 補

者 となる。 それ では、公 立学校 教員 と同 じ公務員 系列 の地方公務員 の場合 は ど うか

とい うと、何の資格 も必要 としない。地方公務員 で見 る と、上級 ・中級 ・初級 とい

うレベル分 けが な され ていて、た とえば大卒 の受験者 が どの区分 を受験す るかは、

受 験者本人 の判 断に任 され る。 しか も、教 員採用試 験 も地方公 務員試 験 も1次 試 験

に合格 しな けれ ば2次 試 験 の受 験資格 が ない とい う共通 の システ ムで あるに もかか

わ らず、教員採用試験 は 「選 考」で あ り、他 の公務員試 験 は 「競争試験 」だ と区別

されてい る。試 験 の実態 と して何が違 うのか。

1年 間の作業 を通 して、現在 行われてい る教員採用試 験 の特質 とは何 か とい う問

い にはっき りと した答 え を出す こ とが 、教員採用試験 の あるべ き姿 を作 り上 げてい
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く第一歩 の作業 になる とい うことと、教員採用試験研 究 と して、まだ、行 われ てい

ない研 究であ る とい うこ とがわかった。

次 に、教員採用試 験 に関わ る先行研 究を収集 す るなかで、教員採用試験 が多方 面

か ら研 究 され てい るこ とがわか った。教員養成 の内容 と採 用試 験 問題 内容 、そ して

研 修 の不連続性 を問題視 す る研 究 、教員採用試験 の基準の不 明確 さを問題視す る研

究 、教員採用試験 の筆 記試 験の単純 な記憶 問題 の多 さを問題視 す る研 究 、外 国の教

員・養成や人事 に関わ る研 究まで も含 めて、参考 にな る先行研 究 を多 く見 出す ことが

で きた。 これ らを整理 し、位 置づ けつつ 、本研 究プ ロジェク トの特徴 を打 ち出す見

通 しが できた。

さらに、学生 の協力 を得 て、青森県、福 島県 、茨城 県、千葉 県、東京都 、神奈川

県、静 岡県、大 阪府 、広 島県の1都1.府7県 の教員採、用試 験問題 につい て、2000～

2006年 の実施 問題 の一般教養 ・教職 教養 ・専門教養 問題 を詳細 に分析 した。 これ らは、

いずれ の地 方公共 団体 にお いて も1次 試験 で実施 され る内容 で、基本 的 には、 この

試験 で合格 ライ ンに達 していなけれ ば、2次 試 験 に進む ことはで きない。 受験者 は

この一般 教養 ・教職 教養 ・専 門教養 の準備 に多 くの時 間を費や してい る。 実際 の試 験

問題 の内容 と質問形式 を分析 できた こ とは、2006年 度の大 きな成果 のひ とつで ある。

詳細 な分析 内容 は 「教員採用試験 問題研 究一2000～2006年 の一般教養 ・教職教養 ・専

門教養 問題一 」『神奈 川 大学 心理 ・教育研 究論集 』 第26号 、(2007年3月)を 参 照

され たい。

2007年 度 は、次の3点 を研 究 の中心 に置 く。1.教 員採 用試 験 が 「選考」 であ ら

ね ばな らない とす る根拠 を明確 にす る。 そ して、 ここでい う 「選考」 の内容 も明確

にす る。 明確化 した 「選 考」 内容 に対 して、採用試 験の実態 は 「選考」 に該 当す る

か ど うか を検討す る。2.採 用試 験 の一 次試験 の問題 分析 を さらに進 める。1次 の

一般 教養 ・教職教養 ・専門教養試 験 は必要 な ものなのか
、 また、社 会人や 臨時任用

経験者 に1次 の3教 養試 験 を免 除す る こと自体 の意 味 も問 う。3.神 奈川県 に即 し

て、求 める教師像 を軸 に した教員採 用試験 のあ り方 にっいて提 言 内容 をま とめ る。
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